紀北町電気自動車等購入補助金　交付申請の手引き

　紀北町は、下記のとおり電気自動車若しくは燃料電池自動車を購入する場合に予算の範囲内で補助金を交付し、再生可能エネルギーの利用促進、温室効果ガスの排出削減を図ります。

１　対象者
　　主な条件
○町内に住所を有する者又は町内に本社を置く法人
○新規登録の電気自動車等を購入し、自ら継続して使用する者
○自動車検査証に記載されている電気自動車等の使用の本拠の位置が町内となっている者
　　○町税等の滞納がある方は対象となりません。	
　　○紀北町暴力団排除条例（平成23年紀北町条例第２号）に規定する暴力団又は暴力団員でない者

２　対象となる設備
（１）電気自動車
（２）燃料電池自動車
　※ハイブリッド車は対象となりません。
　　主な条件
○令和８年４月１日以降に新規に自動車検査証の交付を受けるもの（中古車、リース車は対象外です。）
　　〇電気自動車等は、経済産業大臣が定めるクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金交付要綱の規定に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金交付事業の対象として承認を受けた、電気自動車、燃料電池自動車をいう。

３　補助金の額
　　１世帯につき１台、１法人につき１台を限度として、補助金を交付します。
（１）電気自動車　10万円
（２）燃料電池自動車　40万円

４　申請について
電気自動車等購入補助金交付申請書兼実績報告書を提出してください。
（１）申込期間
　　　〇【申込期間】令和 ８年 ６月 １日（月）～令和 ９年 １月２９日（金）
　　　※申込期間に申請額が予算額を超えた場合は、抽選とします。
　　　※予算額を超えない場合はその後先着とし、募集をする予定です。
　　　

（２）申請書等配布場所
　　・紀北町ホームページからダウンロード
　　・本庁環境管理課窓口、海山総合支所福祉環境室窓口
（３）提出先
　　〒519-3292　三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1
紀北町役場環境管理課
　　※申込期間内に、直接持参又は郵送（必着）で土・日・祝を除く、午前９時から午後５時まで。

添付資料について
(1) 電気自動車等の購入に係る注文書その他契約を証する書類の写し
(2) 電気自動車等の自動車検査証の写し
(3) 住宅の敷地等に当該電気自動車等を駐車した状態の写真
(4) 住民票の写し、法人にあっては、当該法人の登記事項証明書の写し
(5) 町税の完納証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

５　補助金の支払いについて
○事業完了後の精算払いとします。
○「電気自動車等購入補助金交付申請書兼実績報告書」の審査を行った後、補助金の確定額を通知します。確定額の通知があり次第、速やかに交付請求書を提出してください。

６　財産処分について
　　○法定耐用年数が経過するまでの間は、導入した設備を補助の目的に沿って使用できるように適切に管理してください
　　〇法定耐用年数が経過するまでの間は、補助の目的に沿って設備を使用できるように管理してください。補助対象者は、補助金の交付を申請した日の属する年度の翌年から起算して４年以内に、やむを得ず設備の処分等を行う場合は、必ず、事前に環境管理課へ相談してください。
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